
（前　略）
　　　附　則
　この規則は、令和３年１１月１日から施行する。

別表第１（略） 別表第１（同　左）
備考　（略） 備考　（同　左）

別表第２ 別表第２
出納責任者（第８条関係） 出納責任者（第８条関係）
第1表　（略） 第1表　（同　左）
第2表 第2表

経理単位 出納責任者 範囲 経理単位 出納責任者 範囲

生態学研究センター 生態学研究センター

フィールド科学教育研究センター瀬
戸臨海実験所

フィールド科学教育研究センター瀬
戸臨海実験所

フィールド科学教育研究センター舞
鶴水産実験所

フィールド科学教育研究センター北
海道研究林

フィールド科学教育研究センター芦
生研究林

備考　（略） 備考　（同　左）

別表第３　（略） 別表第３　（同　左）

別紙様式１～別紙様式５－６　（略） 別紙様式１～別紙様式５－６　（同　左）

フィールド科学教育研究センター舞
鶴水産実験所 北部構内北部構内

（略） （同　左）

（略） （同　左）
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改　　　正　　　前 改　　　正　　　後
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